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財 政 課

令 和 ５ 年 度 １ ２ 月 補 正 予 算

に 関 す る 説 明 資 料

（ 議 案 第 １ ６ ０ 号 ）
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(単位：千円)

増 減 額

難病医療対策費 4,070 （ 827,814 → 831,884 ）職員費（教育費負担金） △ 75,832 （ 13,086,369 → 13,010,537 ）

在宅要援護老人対策費 2,475 （ 27,735 → 30,210 ）

前年度繰越金 308,790 （ 2,950,878 → 3,259,668 ）　

給与費（下水道マネジメント推進課分）

19,403 （ 175,269 → 194,672 ）

観光戦略推進事務費 10,000 （ 27 → 10,027 ）

災害援護資金 75,100 （ 0 → 75,100 ）

令 和 ５ 年 度 12 月 補 正 予 算　　主 要 な 歳 入 増 減 調 書

区　　　　分 増　　　　額　　　　内　　　　訳 減　　　　額　　　　内　　　　訳

1 県 税

2 地方消費税清算金

3 地 方 譲 与 税

4 地 方 特 例 交 付 金

5 地 方 交 付 税

6
交 通 安 全 対 策
特 別 交 付 金

7 分担金及び負担金

8 使用料及び手数料

9 国 庫 支 出 金 △ 68,356

10 財 産 収 入

11 寄 附 金

12 繰 入 金

13 繰 越 金 308,790

14 諸 収 入 33,050

620,683,455　→　621,032,039

15 県 債 75,100

合　　　計 348,584
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(単位：千円)

増 減 額 減　　　　額　　　　内　　　　訳

総務諸費 3,716 （ 32,608 → 36,324 ）議員報酬費 △ 4,067 （ 593,467 → 589,400 ）

職員給与費 311 （ 260,680 → 260,991 ）

政務調査諸費 198 （ 4,820 → 5,018 ）

情報基盤システム再構築事業 42,351 （ 197,863 → 240,214 ）児童手当支給費 △ 5,755 （ 150,935 → 145,180 ）

デジタルガバメント総合推進事業 31,202 （ 135,490 → 166,692 ）

職員給与費 20,685 （ 7,220,049 → 7,240,734 ）

総合生活文化会館管理運営費 19,546 （ 197,459 → 217,005 ）

災害救助対策費 112,700 （ 1,077,844 → 1,190,544 ）職員給与費 △ 19,323 （ 2,369,885 → 2,350,562 ）

保健・疾病対策諸費 8,328 （ 27,467 → 35,795 ）

難病等医療費助成事業 6,675 （ 1,694,602 → 1,701,277 ）

職員給与費 1,813 （ 3,155,101 → 3,156,914 ）

職員給与費 6,543 （ 588,989 → 595,532 ）

職員給与費 83,329 （ 6,104,362 → 6,187,691 ）

ツキノワグマ被害防止総合対策事業 24,705 （ 18,892 → 43,597 ）

職員給与費 19,204 （ 2,047,063 → 2,066,267 ）

観光戦略推進事務費 10,403 （ 20,175 → 30,578 ）

職員給与費 12,994 （ 3,739,250 → 3,752,244 ）ダム管理費 △ 8,009 （ 512,969 → 504,960 ）

一般管理事業 27,566 （ 868,839 → 896,405 ）職員給与費 △ 46,289 （ 19,865,134 → 19,818,845 ）

新型コロナウイルス感染症対策事業 13,124 （ 0 → 13,124 ）

高等学校運営費 17,197 （ 1,961,867 → 1,979,064 ）職員給与費 △ 171,000 （ 77,967,363 → 77,796,363 ）

特別支援学校運営費 3,131 （ 721,210 → 724,341 ）

博物館管理運営費 2,924 （ 113,797 → 116,721 ）

近代美術館管理運営費 2,662 （ 156,937 → 159,599 ）

令 和 ５ 年 度 12 月 補 正 予 算　　主 要 な 目 的 別 増 減 調 書

区　　　　分 増　　　　額　　　　内　　　　訳

1 議 会 費 158

2 総 務 費 152,545

4 衛 生 費 25,167

5 労 働 費 8,024

6 農 林 水 産 業 費 122,557

7 商 工 費 41,881

8 土 木 費 9,433

9 警 察 費 22

教 育 費 △ 126,276

3 民 生 費 115,073
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増 減 額 減　　　　額　　　　内　　　　訳区　　　　分 増　　　　額　　　　内　　　　訳

11 災 害 復 旧 費

620,683,455　→　621,032,039

14 予 備 費

合　　　計 348,584

12 公 債 費

13 諸 支 出 金
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県税クラウド帳票外部委託に係る債務負担行為の設定について

税務課

１ 目的

令和７年１月から運用を開始する「県税クラウドサービス」で使用する各種帳票の作成等を委託することにより、

業務の効率化を図る。

２ 概要

次の内容を委託する。

⑴ クラウドサービスの仕様に合わせた各種帳票の作成

⑵ 納税通知書等への印字

⑶ 納税通知書等の封筒への封入・封かん及び郵便局への搬入

３ 債務負担行為限度額

３２，０００千円（㊀３２，０００千円） 内 訳 委託料 ３２，０００千円

４ 債務負担行為を設定する理由

県税クラウドサービスを令和７年１月から運用開始するためには、各種帳票の作成等に相当の期間を要すること

から、今年度中に委託先の決定や契約手続を行う必要があるため。
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広報事業に係る債務負担行為の設定について

広報広聴課

１ 目的

県政情報を分かりやすく伝え、県民との情報共有を図るとともに、県政への参画と協働による取組を促す

ため、様々な媒体を活用した広報を実施する。

２ 概要

従来の広報媒体に加え、プッシュ型の情報発信として利用者の多いＬＩＮＥを活用することで、さらなる

情報のデジタル化を図るとともに、それぞれの媒体特性を生かして連動させるクロスメディア広報により、

これまで以上に県政への関心を高め、行動を促すことを意識した広報を展開する。

３ 債務負担行為限度額

７２，７８０千円（ ２，９９２千円、㊀６９，７８８千円） 内 訳 役務費 １０，８２０千円

委託料 ６１，９６０千円

⑴ クロスメディア広報推進事業（新規）

① 広報紙等 広報紙 年５回発行、８ページ、４１３千部印刷・配布

新聞広報 年４回掲載、地元紙３紙、全５段

② 電波媒体 テレビ広報 年１２回（月１回）放送、県内民放３局

ラジオ広報 年４８回（月４回）放送、県内民放ＦＭ１局

③ インターネットメディア 公式ＬＩＮＥ・ユーチューブ・ＳＮＳ等による投稿、広告等

４ 債務負担行為を設定する理由

令和６年度当初から、各媒体を活用して広報を実施するためには、今年度中に受託者の決定や契約手続を

行い、掲載枠や放送枠の確保、制作や編集等を行う必要があるため。
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・ 情報取得の利便性向上

・ 最新の情報を素早く・確実に届ける

 

公式ＬＩＮＥの開設

◆ ユーザーが欲しい情報をプッシュ型・セグメント方式で迅速に配信
◆ ニーズの高い県政情報をリッチメニューで配置
◆ 防災関係システムと連携した緊急時の情報配信

広 報 広 聴 課広報事業に係る債務負担行為の設定について（参考資料）

＜LINE画面上イメージ＞

クロスメディア広報 県政への関心を高め、行動を促すこと
を意識した広報を展開

ＬＩＮＥを活用したプッシュ型による
積極的な情報発信

セグメント配信
受信設定することで、
ユーザーが希望する
情報を配信

＜LINE画面上イメージ＞

リッチメニュー
県政情報をシンプルな
アイコンで表示し、
トーク画面の下部に
固定するメニュー

LINEユーザーの利便性に係る機能を付加

①地域を設定

防災関係システムの情報を連携配信

②設定地域の情報のみ届く

★各システムの更新に合わせて、
 セグメント登録された情報を
 LINEで自動プッシュ配信

     連携配信
・Lアラート
・秋田県河川砂防情報システム
・その他連携が望ましいもの

□月□日 12:00発表

避難所情報

××市に避難所が開設。
＜開設場所＞
××市立○○小学校
最新の情報を確認してください。

【詳細はこちら】
秋田県防災ポータルサイト
bousai-akita.jp/evac/

××
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災害援護資金貸付金について

総合防災課

１ 概要

令和５年７月１４日からの大雨により被害を受けた世帯主に対し、「災害弔慰金の支給等に関する法律」

に基づき貸付けを行った市町村に対し資金の原資を貸付けする。

２ 貸付先

秋田市

３ 貸付割合

国２／３、県１／３ （無利子）

４ 予算額 １１２，７００千円（ ７５，１００千円 ○一３７，６００千円）
積算内訳：貸付決定済 ６１，７００千円 （４０件） ･･･10 月末までの申請分

貸付見込み ５１，０００千円 （１，７００千円×３０件）･･･11～12 月見込分

※令和６年１月以降の申請分については、令和６年度当初予算で措置予定

【参考】 制度概要

対 象 災 害
都道府県内において災害救助法が適用された市町村が
１以上ある災害（当該都道府県適用）

実 施 主 体 市町村（条例により実施）
所 得 制 限 あり（世帯人数によって異なる）
償 還 期 間 １０年（据置期間３年）
利 率 年３％以内で条例で定める率（据置期間中は無利子）

〇貸付限度額(単位：千円)
 ①家財の1/3の損害  1,500
 ②住居の半壊      1,700 (2,500) 
 ③住居の全壊      2,500 (3,500)
※被災した住居を建て直す際、残存部分を取り壊さざるを
 得ない等特別の事情がある場合は括弧内の額
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「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案」について（議案第１７１号）

人事課

１ 改正理由

人事委員会の知事に対する給与等に関する報告及び勧告に鑑み、職員の給料、期末手当及び勤勉手当

並びに初任給調整手当を改定する必要がある。

２ 改正内容

⑴ 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正（第１条、第２条）

① 給料

若年層に重点を置いて引き上げる。（条例別表第１～別表第６） ※ 改定率 １．０４％

② 期末・勤勉手当

次のとおり年間支給月数を引き上げる。（第２１条、第２２条関係）

現 行 改 正 後
令和５年度 令和６年度以降

６月 ２．１５月 ２．１５月 ２．２２５月
（＋０．０７５月）

１２月 ２．１５月 ２．３０月 ２．２２５月
（＋０．１５月） (＋０．０７５月)

年間計 ４．３０月 ４．４５月 ４．４５月
（＋０．１５月） （＋０．１５月）

※再任用職員については、＋０．１０月（年間２．２５月→２．３５月）
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③ 初任給調整手当

次のとおり医師等に対する支給限度額を引き上げる。（第９条の２関係）

職 種 現 行 改正後 増 減

医師等 ４１４，８００円 ４１５，６００円 ＋８００円

⑵ 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部

改正（第３条～第５条）

① 給料

一般職の職員に準じて引き上げる。

② 期末手当

次のとおり年間支給月数を引き上げる。

現 行 改 正 後
令和５年度 令和６年度以降

６月 １．６２５月 １．６２５月 １．６７５月
（＋０．０５月）

１２月 １．６２５月 １．７２５月 １．６７５月
（＋０．１０月） (＋０．０５月)

年間計 ３．２５月 ３．３５月 ３．３５月
（＋０．１０月） （＋０．１０月）

３ 施行期日

○ 給料、初任給調整手当 令和５年 ４月 １日（遡及適用）

○ 期末・勤勉手当（令和５年度分） 令和５年１２月 １日（ 〃 ）

○ 期末・勤勉手当（令和６年度以降分） 令和６年 ４月 １日
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十
一
万
四
千
八
百
円

二

医
学
又
は
歯
学
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
必
要
と
し
、
か
つ
、
採
用
に

二

医
学
又
は
歯
学
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
必
要
と
し
、
か
つ
、
採
用
に

よ
る
欠
員
の
補
充
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
（
前
号
に
掲
げ
る
職

よ
る
欠
員
の
補
充
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
（
前
号
に
掲
げ
る
職

を
除
く
。
）
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の

月
額
五
万
千
百
円

を
除
く
。
）
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の

月
額
五
万
八
百
円

三
・
四

略

三
・
四

略

２
・
３

略

２
・
３

略

（
期
末
手
当
）

（
期
末
手
当
）

第
二
十
一
条

略

第
二
十
一
条

略

２

期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
百
分
の
百
二
十
二
・
五
（
行
政

２

期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
百
分
の
百
十
七
・
五

（
行
政

職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
七
級
以
上
で
あ
る
も

職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
七
級
以
上
で
あ
る
も

の
並
び
に
同
表
以
外
の
各
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
複

の
並
び
に
同
表
以
外
の
各
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
複

雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
等
が
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
（
こ
れ
ら
の
職
員
の

雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
等
が
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
（
こ
れ
ら
の
職
員
の

う
ち
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
第
二
十
二
条
第
二
項
各

う
ち
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
第
二
十
二
条
第
二
項
各

号
に
お
い
て
「
特
定
幹
部
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
二

号
に
お
い
て
「
特
定
幹
部
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
九
十

・
五

）
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
け

七
・
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
け

る
当
該
職
員
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

る
当
該
職
員
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一
～
四

略

一
～
四

略

３

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

３

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
百
二
十
二
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
七
十
二

て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
百
十
七
・
五

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
五

・
五
」
と
、
「
百
分
の
百
二
・
五

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
二
・
五

」
と
、
「
百
分
の
九
十
七
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
五
十
五

」
と
す
る
。

」
と
す
る
。

４
～
６

略

４
～
６

略

（
勤
勉
手
当
）

（
勤
勉
手
当
）

第
二
十
二
条

略

第
二
十
二
条

略

２

勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

２

勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
任
命
権
者
が

支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
任
命
権
者
が

支
給
す
る
勤
勉
手
当
の
額
の
、
そ
の
者
に
所
属
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職

支
給
す
る
勤
勉
手
当
の
額
の
、
そ
の
者
に
所
属
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職

員
の
区
分
ご
と
の
総
額
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い

員
の
区
分
ご
と
の
総
額
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い

。

。

一

前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員

一

前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員

当
該
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在

当
該
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在

（
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し

（
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し

た
日
現
在
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当

た
日
現
在
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当

の
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額

の
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額

に
百
分
の
百
七
・
五

（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
二
十

に
百
分
の
九
十
七
・
五
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
十
七

七
・
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

・
五

）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

二

前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

当
該
定
年
前

二

前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

当
該
定
年
前

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
百
分
の
五
十

（

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
百
分
の
四
十
七
・
五
（

特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
六
十

）
を
乗
じ
て
得
た
額

特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
五
十
七
・
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額

の
総
額

の
総
額

12                 



３
～
５

略

３
～
５

略

※

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
六
ま
で
の
給
料
表
の
改
定
は
略

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
二
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
期
末
手
当
）

（
期
末
手
当
）

第
二
十
一
条

略

第
二
十
一
条

略

２

期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
百
分
の
百
二
十

（
行
政

２

期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
百
分
の
百
二
十
二
・
五
（
行
政

職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
七
級
以
上
で
あ
る
も

職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
七
級
以
上
で
あ
る
も

の
並
び
に
同
表
以
外
の
各
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
複

の
並
び
に
同
表
以
外
の
各
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
複

雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
等
が
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
（
こ
れ
ら
の
職
員
の

雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
等
が
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
（
こ
れ
ら
の
職
員
の

う
ち
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
第
二
十
二
条
第
二
項
各

う
ち
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
第
二
十
二
条
第
二
項
各

号
に
お
い
て
「
特
定
幹
部
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百

号
に
お
い
て
「
特
定
幹
部
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
二

）
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る

・
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る

当
該
職
員
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

当
該
職
員
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一
～
四

略

一
～
四

略

３

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

３

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
百
二
十

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
八

て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
百
二
十
二
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
七
十
二

・
七
五
」
と
、
「
百
分
の
百

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
五
十
八
・
七

・
五

」
と
、
「
百
分
の
百
二
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
二
・
五

五
」
と
す
る
。

」
と
す
る
。

４
～
６

略

４
～
６

略

（
勤
勉
手
当
）

（
勤
勉
手
当
）

第
二
十
二
条

略

第
二
十
二
条

略

２

勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

２

勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
任
命
権
者
が

支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
任
命
権
者
が

支
給
す
る
勤
勉
手
当
の
額
の
、
そ
の
者
に
所
属
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職

支
給
す
る
勤
勉
手
当
の
額
の
、
そ
の
者
に
所
属
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職

員
の
区
分
ご
と
の
総
額
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い

員
の
区
分
ご
と
の
総
額
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い

。

。

一

前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員

一

前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員

当
該
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在

当
該
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在

（
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し

（
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し

た
日
現
在
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当

た
日
現
在
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当

の
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額

の
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額

に
百
分
の
百
二
・
五
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
二
十
二

に
百
分
の
百
七
・
五
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
二
十
七

・
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

・
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

二

前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

当
該
定
年
前

二

前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

当
該
定
年
前

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
百
分
の
四
十
八
・
七
五

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
百
分
の
五
十

（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
五
十
八
・
七
五
）
を
乗
じ
て
得

（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
六
十

）
を
乗
じ
て
得

た
額
の
総
額

た
額
の
総
額

３
～
５

略

３
～
５

略

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
三
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
給
与
に
関
す
る
特
例
）

（
給
与
に
関
す
る
特
例
）

第
五
条

第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
（

第
五
条

第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
（

以
下
「
第
一
号
任
期
付
研
究
員
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
の
給
料
表
を
適
用

以
下
「
第
一
号
任
期
付
研
究
員
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
の
給
料
表
を
適
用
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す
る
。

す
る
。

２

第
三
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下

２

第
三
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下

「
第
二
号
任
期
付
研
究
員
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
の
給
料
表
を
適
用
す
る

「
第
二
号
任
期
付
研
究
員
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
の
給
料
表
を
適
用
す
る

。

。

３
～
６

略

３
～
６

略

（
給
与
条
例
の
適
用
除
外
等
）

（
給
与
条
例
の
適
用
除
外
等
）

第
六
条

略

第
六
条

略

２

第
一
号
任
期
付
研
究
員
及
び
第
二
号
任
期
付
研
究
員
に
対
す
る
給
与
条
例

２

第
一
号
任
期
付
研
究
員
及
び
第
二
号
任
期
付
研
究
員
に
対
す
る
給
与
条
例

第
二
条
、
第
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
二
十
一
条
第

第
二
条
、
第
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
二
十
一
条
第

二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
給
与
条
例
第
二
条
中
「
義
務
教
育
等
教

二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
給
与
条
例
第
二
条
中
「
義
務
教
育
等
教

員
特
別
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
、
一
般
職
の
任

員
特
別
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
、
一
般
職
の
任

期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
秋
田
県
条
例
第
百
五

期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
秋
田
県
条
例
第
百
五

十
二
号
。
以
下
「
任
期
付
研
究
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
五
項
に
規

十
二
号
。
以
下
「
任
期
付
研
究
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
五
項
に
規

定
す
る
任
期
付
研
究
員
業
績
手
当
」
と
、
給
与
条
例
第
十
八
条
の
二
第
一
項

定
す
る
任
期
付
研
究
員
業
績
手
当
」
と
、
給
与
条
例
第
十
八
条
の
二
第
一
項

中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
一
項
に

中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
一
項
に

規
定
す
る
職
員
又
は
任
期
付
研
究
員
条
例
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
採

規
定
す
る
職
員
又
は
任
期
付
研
究
員
条
例
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
採

号給 給料月額

円

１ 404,311

２ 463,650

３ 525,001

４ 606,467

５ 705,030

６ 804,600

号給 給料月額

円

１ 337,932

２ 373,133

３ 400,288

号給 給料月額

円

１ 399,937

２ 459,374

３ 519,818

４ 600,410

５ 698,128

６ 796,853

号給 給料月額

円

１ 333,449

２ 369,715

３ 396,915

用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例
第
十
九
条
第
二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
に

用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例
第
十
九
条
第
二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
に

規
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
及
び
任

規
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
及
び
任

期
付
研
究
員
条
例
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、

期
付
研
究
員
条
例
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、

給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
二
十
二
・
五
」
と
あ
る
の
は

給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
十
七
・
五

」
と
あ
る
の
は

「
百
分
の
百
七
十
二
・
五
」
と
す
る
。

「
百
分
の
百
六
十
二
・
五
」
と
す
る
。

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
四
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
に
関
す
る
特
例
）

（
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
に
関
す
る
特
例
）

第
七
条

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
（

第
七
条

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
（

企
業
職
員
（
地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七

企
業
職
員
（
地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七

年
法
律
第
二
百
八
十
九
号
）
第
三
条
第
一
号
の
地
方
公
営
企
業
に
勤
務
す
る

年
法
律
第
二
百
八
十
九
号
）
第
三
条
第
一
号
の
地
方
公
営
企
業
に
勤
務
す
る

一
般
職
に
属
す
る
地
方
公
務
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者
を
除
く

一
般
職
に
属
す
る
地
方
公
務
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者
を
除
く

。
以
下
「
特
定
任
期
付
職
員
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
の
給
料
表
を
適
用
す

。
以
下
「
特
定
任
期
付
職
員
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
の
給
料
表
を
適
用
す

る
。

る
。

２
～
５

略

２
～
５

略

（
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
条
例
の
適
用
除
外
等
）

（
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
条
例
の
適
用
除
外
等
）

第
八
条

略

第
八
条

略

２

特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
第
二
条
、
第
十
一
条
の
三
、
第
十

２

特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
第
二
条
、
第
十
一
条
の
三
、
第
十

号給 給料月額

円

１ 382,185

２ 429,455

３ 479,742

４ 542,099

５ 618,536

６ 722,128

７ 843,824

号給 給料月額

円

１ 377,775

２ 425,122

３ 475,492

４ 536,944

５ 612,499

６ 715,254

７ 836,142
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八
条
の
二
第
一
項
、
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の

八
条
の
二
第
一
項
、
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
給
与
条
例
第
二
条
中
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
」

適
用
に
つ
い
て
は
、
給
与
条
例
第
二
条
中
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
」

と
あ
る
の
は
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
、
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採

と
あ
る
の
は
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
、
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採

用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
秋
田
県
条
例
第
六
十
九
号
。
以
下
「
任

用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
秋
田
県
条
例
第
六
十
九
号
。
以
下
「
任

期
付
職
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
任
期
付
職

期
付
職
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
任
期
付
職

員
業
績
手
当
」
と
、
給
与
条
例
第
十
一
条
の
三
中
「
職
員
」
と
あ
る
の
は
「

員
業
績
手
当
」
と
、
給
与
条
例
第
十
一
条
の
三
中
「
職
員
」
と
あ
る
の
は
「

職
員
及
び
任
期
付
職
員
条
例
第
七
条
第
一
項
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職

職
員
及
び
任
期
付
職
員
条
例
第
七
条
第
一
項
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職

員
（
医
療
業
務
に
従
事
す
る
職
員
で
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
に
限
る
。

員
（
医
療
業
務
に
従
事
す
る
職
員
で
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
に
限
る
。

）
」
と
、
給
与
条
例
第
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す

）
」
と
、
給
与
条
例
第
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す

る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
又
は
任
期
付
職

る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
又
は
任
期
付
職

員
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例

員
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例

第
十
九
条
第
二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「

第
十
九
条
第
二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「

第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
及
び
任
期
付
職
員
条
例
第
二
条
第
一
項
の

第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
及
び
任
期
付
職
員
条
例
第
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「

規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「

百
分
の
百
二
十
二
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
七
十
二
・
五
」
と
す
る

百
分
の
百
十
七
・
五

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
六
十
二
・
五
」
と
す
る

。

。

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
五
条
第
一
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
給
与
条
例
の
適
用
除
外
等
）

（
給
与
条
例
の
適
用
除
外
等
）

第
六
条

略

第
六
条

略

２

第
一
号
任
期
付
研
究
員
及
び
第
二
号
任
期
付
研
究
員
に
対
す
る
給
与
条
例

２

第
一
号
任
期
付
研
究
員
及
び
第
二
号
任
期
付
研
究
員
に
対
す
る
給
与
条
例

第
二
条
、
第
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
二
十
一
条
第

第
二
条
、
第
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
二
十
一
条
第

二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
給
与
条
例
第
二
条
中
「
義
務
教
育
等
教

二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
給
与
条
例
第
二
条
中
「
義
務
教
育
等
教

員
特
別
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
、
一
般
職
の
任

員
特
別
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
、
一
般
職
の
任

期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
秋
田
県
条
例
第
百
五

期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
秋
田
県
条
例
第
百
五

十
二
号
。
以
下
「
任
期
付
研
究
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
五
項
に
規

十
二
号
。
以
下
「
任
期
付
研
究
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
五
項
に
規

定
す
る
任
期
付
研
究
員
業
績
手
当
」
と
、
給
与
条
例
第
十
八
条
の
二
第
一
項

定
す
る
任
期
付
研
究
員
業
績
手
当
」
と
、
給
与
条
例
第
十
八
条
の
二
第
一
項

中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
一
項
に

中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
一
項
に

規
定
す
る
職
員
又
は
任
期
付
研
究
員
条
例
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
採

規
定
す
る
職
員
又
は
任
期
付
研
究
員
条
例
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
採

用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例
第
十
九
条
第
二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
に

用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例
第
十
九
条
第
二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
に

規
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
及
び
任

規
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
及
び
任

期
付
研
究
員
条
例
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、

期
付
研
究
員
条
例
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、

給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
二
十

」
と
あ
る
の
は

給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
二
十
二
・
五
」
と
あ
る
の
は

「
百
分
の
百
六
十
七
・
五
」
と
す
る
。

「
百
分
の
百
七
十
二
・
五
」
と
す
る
。

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
五
条
第
二
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
条
例
の
適
用
除
外
等
）

（
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
条
例
の
適
用
除
外
等
）

第
八
条

略

第
八
条

略

２

特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
第
二
条
、
第
十
一
条
の
三
、
第
十

２

特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
第
二
条
、
第
十
一
条
の
三
、
第
十

八
条
の
二
第
一
項
、
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の

八
条
の
二
第
一
項
、
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
給
与
条
例
第
二
条
中
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
」

適
用
に
つ
い
て
は
、
給
与
条
例
第
二
条
中
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
」

と
あ
る
の
は
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
、
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採

と
あ
る
の
は
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
、
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採

用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
秋
田
県
条
例
第
六
十
九
号
。
以
下
「
任

用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
秋
田
県
条
例
第
六
十
九
号
。
以
下
「
任

期
付
職
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
任
期
付
職

期
付
職
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
任
期
付
職

員
業
績
手
当
」
と
、
給
与
条
例
第
十
一
条
の
三
中
「
職
員
」
と
あ
る
の
は
「

員
業
績
手
当
」
と
、
給
与
条
例
第
十
一
条
の
三
中
「
職
員
」
と
あ
る
の
は
「

職
員
及
び
任
期
付
職
員
条
例
第
七
条
第
一
項
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職

職
員
及
び
任
期
付
職
員
条
例
第
七
条
第
一
項
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職

員
（
医
療
業
務
に
従
事
す
る
職
員
で
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
に
限
る
。

員
（
医
療
業
務
に
従
事
す
る
職
員
で
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
に
限
る
。

）
」
と
、
給
与
条
例
第
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す

）
」
と
、
給
与
条
例
第
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す

る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
又
は
任
期
付
職

る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
又
は
任
期
付
職

員
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例

員
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例

第
十
九
条
第
二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「

第
十
九
条
第
二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「

第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
及
び
任
期
付
職
員
条
例
第
二
条
第
一
項
の

第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
及
び
任
期
付
職
員
条
例
第
二
条
第
一
項
の
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規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「

規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「

百
分
の
百
二
十

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
六
十
七
・
五
」
と
す
る

百
分
の
百
二
十
二
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
七
十
二
・
五
」
と
す
る

。

。
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「知事等の給与および旅費に関する条例の一部を改正する条例案」について（議案第１７２号）

人事課

１ 改正理由

一般職の職員の給与改定を踏まえ、知事等の期末手当の支給月数を改定する必要がある。

２ 改正内容

次のとおり年間支給月数を引き上げる。

現 行 改 正 後
令和５年度 令和６年度以降

６月 １．５７５月 １．５７５月 １．６２５月
（＋０．０５月）

１２月 １．５７５月 １．６７５月 １．６２５月
（＋０．１０月） (＋０．０５月)

年間計 ３．１５月 ３．２５月 ３．２５月
（＋０．１０月） （＋０．１０月）

３ 施行期日

○ 令和５年度分 令和５年１２月１日（遡及適用）

○ 令和６年度以降分 令和６年 ４月１日
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知
事
等
の
給
与
お
よ
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

知
事
等
の
給
与
お
よ
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
一
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
期
末
手
当
）

（
期
末
手
当
）

第
八
条

略

第
八
条

略

２

知
事
等
の
期
末
手
当
の
額
は
、
職
員
の
給
与
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員

２

知
事
等
の
期
末
手
当
の
額
は
、
職
員
の
給
与
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員

の
例
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
職
員
の
給
与
条

の
例
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
職
員
の
給
与
条

例
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
期
末
手
当
基
礎
額
」
と
あ
る
の
は
「
給
料
月
額

例
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
期
末
手
当
基
礎
額
」
と
あ
る
の
は
「
給
料
月
額

の
百
分
の
百
四
十
五
に
相
当
す
る
額
」
と
、
「
百
分
の
百
二
十
二
・
五
」
と

の
百
分
の
百
四
十
五
に
相
当
す
る
額
」
と
、
「
百
分
の
百
十
七
・
五

」
と

あ
る
の
は
「
百
分
の
百
六
十
七
・
五
」
と
す
る
。

あ
る
の
は
「
百
分
の
百
五
十
七
・
五
」
と
す
る
。

３
・
４

略

３
・
４

略

知
事
等
の
給
与
お
よ
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
二
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
期
末
手
当
）

（
期
末
手
当
）

第
八
条

略

第
八
条

略

２

知
事
等
の
期
末
手
当
の
額
は
、
職
員
の
給
与
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員

２

知
事
等
の
期
末
手
当
の
額
は
、
職
員
の
給
与
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員

の
例
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
職
員
の
給
与
条

の
例
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
職
員
の
給
与
条

例
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
期
末
手
当
基
礎
額
」
と
あ
る
の
は
「
給
料
月
額

例
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
期
末
手
当
基
礎
額
」
と
あ
る
の
は
「
給
料
月
額

の
百
分
の
百
四
十
五
に
相
当
す
る
額
」
と
、
「
百
分
の
百
二
十

」
と

の
百
分
の
百
四
十
五
に
相
当
す
る
額
」
と
、
「
百
分
の
百
二
十
二
・
五
」
と

あ
る
の
は
「
百
分
の
百
六
十
二
・
五
」
と
す
る
。

あ
る
の
は
「
百
分
の
百
六
十
七
・
五
」
と
す
る
。

３
・
４

略

３
・
４

略
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「県議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例案」について（議案第１７０号）

人事課

１ 改正理由

知事等の給与改定を踏まえ、県議会議員の期末手当の支給月数を改定する必要がある。

２ 改正内容

次のとおり年間支給月数を引き上げる。

現 行 改 正 後
令和５年度 令和６年度以降

６月 １．５７５月 １．５７５月 １．６２５月
（＋０．０５月）

１２月 １．５７５月 １．６７５月 １．６２５月
（＋０．１０月） (＋０．０５月)

年間計 ３．１５月 ３．２５月 ３．２５月
（＋０．１０月） （＋０．１０月）

３ 施行期日

○ 令和５年度分 令和５年１２月１日（遡及適用）

○ 令和６年度以降分 令和６年 ４月１日
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県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
一
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

第
一
条
の
二

略

第
一
条
の
二

略

２

県
議
会
議
員
の
期
末
手
当
の
支
給
に
関
し
て
は
、
一
般
職
員
の
例
に
よ
る

２

県
議
会
議
員
の
期
末
手
当
の
支
給
に
関
し
て
は
、
一
般
職
員
の
例
に
よ
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
二
十
一

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
二
十
一

条
第
二
項
中
「
期
末
手
当
基
礎
額
」
と
あ
る
の
は
「
議
員
報
酬
月
額
の
百
分

条
第
二
項
中
「
期
末
手
当
基
礎
額
」
と
あ
る
の
は
「
議
員
報
酬
月
額
の
百
分

の
百
四
十
五
に
相
当
す
る
額
」
と
、
「
百
分
の
百
二
十
二
・
五
」
と
あ
る
の

の
百
四
十
五
に
相
当
す
る
額
」
と
、
「
百
分
の
百
十
七
・
五

」
と
あ
る
の

は
「
百
分
の
百
六
十
七
・
五
」
と
す
る
。

は
「
百
分
の
百
五
十
七
・
五
」
と
す
る
。

県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
二
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

第
一
条
の
二

略

第
一
条
の
二

略

２

県
議
会
議
員
の
期
末
手
当
の
支
給
に
関
し
て
は
、
一
般
職
員
の
例
に
よ
る

２

県
議
会
議
員
の
期
末
手
当
の
支
給
に
関
し
て
は
、
一
般
職
員
の
例
に
よ
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
二
十
一

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
二
十
一

条
第
二
項
中
「
期
末
手
当
基
礎
額
」
と
あ
る
の
は
「
議
員
報
酬
月
額
の
百
分

条
第
二
項
中
「
期
末
手
当
基
礎
額
」
と
あ
る
の
は
「
議
員
報
酬
月
額
の
百
分

の
百
四
十
五
に
相
当
す
る
額
」
と
、
「
百
分
の
百
二
十

」
と
あ
る
の

の
百
四
十
五
に
相
当
す
る
額
」
と
、
「
百
分
の
百
二
十
二
・
五
」
と
あ
る
の

は
「
百
分
の
百
六
十
二
・
五
」
と
す
る
。

は
「
百
分
の
百
六
十
七
・
五
」
と
す
る
。
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「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案」
について（議案第１７３号）

人事課

１ 改正理由
地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）の施行により、会計年度任用職員に勤勉

手当を支給する必要がある。

２ 改正内容
会計年度任用職員に支給できる手当に勤勉手当を追加する。

３ 施行期日等
⑴ 令和６年４月１日
⑵ その他所要の規定の整理を行う。

【参考】

○ 支給要件
次の要件をいずれも満たす会計年度任用職員に対して勤勉手当を支給する。
①任用期間が６か月以上であること
②１週間当たりの勤務時間が１５時間３０分以上であること
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会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

新

旧

（
給
与
の
種
類
）

（
給
与
の
種
類
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
給
与
」
と
は
、
給
料
並
び
に
初
任
給
調
整
手

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
給
与
」
と
は
、
給
料
並
び
に
初
任
給
調
整
手

当
、
地
域
手
当
、
通
勤
手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
特
地
勤
務
手
当
（
一
般
職

当
、
地
域
手
当
、
通
勤
手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
特
地
勤
務
手
当
（
一
般
職

の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
二
号

の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
二
号

。
以
下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
手
当
を

。
以
下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
手
当
を

含
む
。
第
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日

含
む
。
以
下
同
じ

。
）
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日

勤
務
手
当
、
夜
間
勤
務
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
、
定

勤
務
手
当
、
夜
間
勤
務
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
期
末
手
当

、
定

時
制
通
信
教
育
手
当
、
産
業
教
育
手
当
、
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
、
義
務

時
制
通
信
教
育
手
当
、
産
業
教
育
手
当
、
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
、
義
務

教
育
等
教
員
特
別
手
当
及
び
報
酬
を
い
う
。

教
育
等
教
員
特
別
手
当
及
び
報
酬
を
い
う
。

（
第
二
号
職
員
の
手
当
）

（
第
二
号
職
員
の
手
当
）

第
八
条

第
二
号
職
員
に
は
、
給
与
条
例
適
用
職
員
の
例
に
よ
り
、
第
二
条
に

第
八
条

第
二
号
職
員
に
は
、
給
与
条
例
適
用
職
員
の
例
に
よ
り
、
第
二
条
に

規
定
す
る
手
当
（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
を
除
く
。
）
を
支
給
す
る
。

規
定
す
る
手
当
（
期
末
手
当

を
除
く
。
）
を
支
給
す
る
。

（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
）

（
期
末
手
当

）

第
九
条

会
計
年
度
任
用
職
員
で
、
任
用
期
間
（
次
に
掲
げ
る
期
間
を
含
む
。

第
九
条

会
計
年
度
任
用
職
員
で
、
任
用
期
間
（
次
に
掲
げ
る
期
間
を
含
む
。

）
が
六
箇
月
以
上
で
、
か
つ
、
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
十
五
時
間
三

）
が
六
箇
月
以
上
で
、
か
つ
、
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
十
五
時
間
三

十
分
以
上
で
あ
る
も
の
に
は
、
給
与
条
例
適
用
職
員
の
例
に
よ
り
、
期
末
手

十
分
以
上
で
あ
る
も
の
に
は
、
給
与
条
例
適
用
職
員
の
例
に
よ
り
、
期
末
手

当
及
び
勤
勉
手
当
を
支
給
す
る
。

当

を
支
給
す
る
。

一
・
二

略

一
・
二

略

（
単
純
労
務
の
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
）

（
単
純
労
務
の
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
）

第
十
二
条

単
純
労
務
の
職
員
（
法
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
単
純
な
労
務
に

第
十
二
条

単
純
労
務
の
職
員
（
法
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
単
純
な
労
務
に

雇
用
さ
れ
る
者
（
会
計
年
度
任
用
職
員
に
限
る
。
）
を
い
う
。
次
項
に
お
い

雇
用
さ
れ
る
者
（
会
計
年
度
任
用
職
員
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下

て
同
じ
。
）
に
支
給
す
る
給
与
の
種
類
は
、
給
料
並
び
に
地
域
手
当
、
通
勤

同
じ
。
）
に
支
給
す
る
給
与
の
種
類
は
、
給
料
並
び
に
地
域
手
当
、
通
勤

手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
特
地
勤
務
手
当
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務

手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
特
地
勤
務
手
当
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務

手
当
、
夜
間
勤
務
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
及
び
報
酬

手
当
、
夜
間
勤
務
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
期
末
手
当

及
び
報
酬

と
す
る
。

と
す
る
。

２

略

２

略

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
秋
田
県
条
例
第
六
号
）
の
一
部
改
正
（
附
則
第
二
項
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
期
末
手
当
等
の
支
給
）

（
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
期
末
手
当
等
の
支
給
）

第
七
条

略

第
七
条

略

２

給
与
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
又
は
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
条
例
第
二

２

給
与
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
又
は
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
条
例
第
二

十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
に
育
児
休
業
を
し
て
い
る

十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
に
育
児
休
業
を
し
て
い
る

職
員

職
員
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任

の
う
ち
、
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て

用
職
員
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て

勤
務
し
た
期
間
が
あ
る
職
員
に
は
、
当
該
基
準
日
に
係
る
勤
勉
手
当
を
支
給

勤
務
し
た
期
間
が
あ
る
職
員
に
は
、
当
該
基
準
日
に
係
る
勤
勉
手
当
を
支
給

す
る
。

す
る
。
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「秋田県標準事務関係手数料徴収条例の一部を改正する条例案」について（議案第１７４号）

財政課

１ 改正理由

高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（令和５年政令第２

７６号）による地方公共団体の手数料の標準に関する政令（平成１２年政令第１６号）の一部改正により、

貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査の申請に係る手数料の徴収に関する規定を整備する必要がある。

２ 改正内容

完成検査合格施設（※１）に、貯蔵施設又は特定供給設備であって高圧ガス保安法（昭和２６年法律第

２０４号）第３９条の２２第１項の規定に基づき同法第３９条の１８に規定する認定高度保安実施者

（※２）が完成検査を自ら行い、同法第８条第１号の技術上の基準に適合していることを確認したものを

加えることとする。（第１９条関係）

３ 施行期日等

この条例は、公布の日から施行することとする。

（※１）完成検査合格施設

液化石油ガスに係る貯蔵施設又は特定供給設備のうち、高圧ガス保安法上の完成検査をすでに実施

済みの施設。

（※２）認定高度保安実施者

テクノロジーを活用しつつ、自立的に高度な保安を確保できることを国が審査・認定し、自ら完成

検査を行うことができる事業者。
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・貯 蔵 施 設 （ＬＰガス販売店のボンベ置場／貯蔵能力3,000kg以上）
・特定供給設備 （ＬＰガスの消費先に設置されるボンベ等／ボンベ：3,000kg以上、貯槽：1,000kg以上）

許可対象施設

・都道府県
・高圧ガス保安協会
・指定完成検査機関
・認定完成検査実施者

完成検査実施者

改正前 改正後

・都道府県
・高圧ガス保安協会
・指定完成検査機関
・認定完成検査実施者
・認定高度保安実施者（追加）

※「ボンベ」は移動が出来るもの、「貯槽」は地面に固定し移動出来ないもの

液化石油ガス法の許可制度の概要

完成検査手数料

手数料条例の内容

ＬＰガス供給

高圧ガス法の
完成検査済施設

スーパー等（民生用）特定供給設備

ＬＰガス供給

製造工場等（工業用）

液化石油ガス法の
完成検査申請

申請手数料
が減額

（例）

今回の改正

通常単価
設置の場合 31,000円/申請施設数

変更の場合 24,000円/申請施設数

高圧ガス保安法の
完成検査済施設の単価

 5,800円/申請施設数

24                 



25                 


